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告
　
示

◯
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ
く
県
出
資
法
人
の
指
定
（
五
〇
〇
・
総
務
課
）

◯
既
存
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
す
る
届
出
（
五
〇
一
・
商
工
業
振
興
課
）

◯
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
（
五
〇
二
・
由
利
建
設
事
務
所
）

公
　
告

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
の
届
出
（
北
秋
田
総
合
農
林
事
務
所
）

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
（
秋
田
総
合
農
林
事
務
所
）

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
（
由
利
総
合
農
林
事
務
所
）

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
平
鹿
総
合
農
林
事
務
所
）

秋
田
県
告
示
第
五
百
号

次
の
法
人
は
、
秋
田
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
二
年
秋
田
県
条
例
第
百
三
十
八
号
）
第
四

条
第
二
項
に
規
定
す
る
県
が
出
資
す
る
法
人
の
う
ち
知
事
が
定
め
る
も
の
で
な
く
な
っ
た
の
で
、
事

業
者
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
二
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

法
人
の
名
称

財
団
法
人
秋
田
ワ
ー
ル
ド
ゲ
ー
ム
ズ
２
０
０
１
組
織
委
員
会

財
団
法
人
秋
田
県
総
合
保
健
事
業
団

秋
田
県
告
示
第
五
百
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ

い
て
意
見
を
有
す
る
場
合
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に

県
に
対
し
意
見
書
を
提
出
し
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
届
出
事
項
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名

株
式
会
社
日
敷
　
代
表
取
締
役
　
小
田
原
　
豊
　
満
　
外
二
者

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ハ
ッ
ピ
ー
タ
ウ
ン
横
手

横
手
市
横
手
町
字
一
ノ
口
十
の
一
外

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

よ
ね
や
商
事
株
式
会
社
　
外
四
者

ア
　
変
更
前
　
午
後
九
時

イ
　
変
更
後
　
翌
日
の
午
前
零
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

ア
　
変
更
前
　
午
前
九
時
十
五
分
か
ら
午
後
九
時
十
五
分
ま
で

イ
　
変
更
後
　
午
前
九
時
十
五
分
か
ら
翌
日
の
午
前
零
時
十
五
分
ま
で

変
更
す
る
年
月
日

平
成
十
四
年
七
月
十
日

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
四
年
七
月
八
日

三
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

横
手
市
役
所
　
商
業
観
光
課

縦
覧
期
間

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
九
日
ま
で

四
　
意
見
書
の
提
出
先

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
商
工
業
振
興
課

五
　
意
見
書
に
添
付
す
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

１

告
　
　
　
　
　
　
示

（一）（二）（一）（二） （三）（四）
（１）（２）
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土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

館
市
釈
迦
内
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

大
館
市
沼
館
字
神
館
三
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
桜
　
庭
　
敏
　
正

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
南

秋
田
郡
昭
和
町
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

南
秋
田
郡
昭
和
町
大
久
保
字
堤
の
上
四
十
八
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
　
　
清

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
本

荘
市
東
由
利
町
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

意
見
を
述
べ
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

意
見
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

意
見
を
述
べ
る
理
由

秋
田
県
告
示
第
五
百
二
号

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

由
利
郡
東
由
利
町
老
方
字
寺
田
五
十
八
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
　
　
謙

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

鹿
町
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

平
鹿
郡
平
鹿
町
浅
舞
字
西
田
五
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
　
藤
　
清
　
一

〃
　
　
〃
　
　
中
吉
田
字
上
藤
根
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
原
　
富
士
夫

〃
　
　
〃
　
　
下
鍋
倉
字
下
糸
畑
原
二
十
二
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
和
　
夫

〃
　
　
〃
　
　
樽
見
内
字
新
処
四
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
首
　
藤
　
欣
　
一

〃
　
　
〃
　
　
下
鍋
倉
字
上
六
ツ
段
五
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
　
水
　
精
　
一

〃
　
　
〃
　
　
浅
舞
字
五
味
川
百
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
　
　
茂

〃
　
　
〃
　
　
醍
醐
字
街
道
上
七
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
紘
　
蔵

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
道
中
後
五
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
園
　
部
　
　
　
勲

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
下
醍
醐
三
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
善
　
郎

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道

路
の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第

四
十
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２

指

定

年

月

日

平
成
十
四
年
七
月
八
日

道

路

の

幅

員

六
メ
ー
ト
ル

道

路

の

延

長

四
十
五
・
六
六
メ
ー
ト
ル

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

本
荘
市
出
戸
町
字
二
番
堰
五
十
四
番
地

株
式
会
社
　
北
栄
商
事

代
表
取
締
役
　
山
　
科
　
　
　
昇

道
路
の
位
置
の
指
定
箇
所

本
荘
市
出
戸
町
字
二
番
堰
五
十
三
番
の
内

公
　
　
　
　
　
　
告

（一）（三）（二）
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平
鹿
郡
平
鹿
町
上
吉
田
間
内
字
深
間
内
五
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
　
　
　
　
　
親

〃
　
　
〃
　
　
浅
舞
字
新
平
川
百
四
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
　
原
　
　
　
孝

〃
　
　
〃
　
　
醍
醐
字
荒
処
百
五
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柴
　
田
　
孝
　
一

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
城
廻
百
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
　
塚
　
岳
　
夫

〃
　
　
〃
　
　
下
吉
田
字
高
口
六
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
　
田
　
一
　
美

〃
　
　
〃
　
　
上
吉
田
間
内
字
四
ツ
屋
百
四
十
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
長
　
澤
　
　
　
一

〃
　
　
〃
　
　
浅
舞
字
浅
舞
二
百
九
十
七
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
　
藤
　
徳
　
和

〃
　
　
〃
　
　
中
吉
田
字
蟹
沢
二
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
　
田
　
清
　
美

〃
　
　
〃
　
　
浅
舞
字
蛭
野
三
百
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
　
谷
　
康
　
市

〃
　
　
〃
　
　
樽
見
内
字
笛
吹
田
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
栗
　
田
　
信
　
義

〃
　
　
〃
　
　
浅
舞
字
桜
森
境
百
二
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
野
　
　
　
肇

〃
　
　
〃
　
　
下
吉
田
字
桑
木
三
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
　
山
　
重
　
男

〃
　
　
〃
　
　
上
吉
田
間
内
字
吉
田
百
二
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
橋
　
本
　
勝
　
男

〃
　
　
〃
　
　
浅
舞
字
覚
町
後
百
八
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
　
木
　
嘉
　
一

〃
　
　
〃
　
　
醍
醐
字
野
中
六
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
原
　
　
　
強

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
上
醍
醐
九
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菅
　
原
　
俊
　
明

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
字
館
ノ
下
六
十
九
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柴
　
田
　
幹
　
男

〃
　
　
〃
　
　
浅
舞
字
浅
舞
百
六
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
　
井
　
大
　
策

二
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

平
鹿
郡
平
鹿
町
浅
舞
字
西
田
五
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
　
藤
　
清
　
一

〃
　
　
〃
　
　
中
吉
田
字
上
藤
根
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
原
　
富
士
夫

〃
　
　
〃
　
　
醍
醐
字
街
道
上
七
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
　
藤
　
紘
　
蔵

〃
　
　
〃
　
　
樽
見
内
字
新
処
四
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
首
　
藤
　
欣
　
一

〃
　
　
〃
　
　
浅
舞
字
覚
町
後
九
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
谷
川
　
正
　
清

〃
　
　
〃
　
　
醍
醐
字
野
中
六
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
原
　
　
　
強

〃
　
　
〃
　
　
浅
舞
字
蛭
野
三
百
十
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
　
谷
　
康
　
市

〃
　
　
〃
　
　
上
吉
田
間
内
字
吉
田
百
二
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
橋
　
本
　
勝
　
男

〃
　
　
〃
　
　
樽
見
内
字
笛
吹
田
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
栗
　
田
　
信
　
義

〃
　
　
〃
　
　
下
吉
田
字
高
口
六
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
　
田
　
一
　
美

〃
　
　
〃
　
　
醍
醐
字
館
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